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ま
た
、
上
肢
・
視
覚
障
が
い
の
あ
る
者
の

郵
便
な
ど
に
よ
る
不
在
者
投
票
に
お
け
る
代

理
記
載
制
度
も
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、

智
頭
町
選
挙
管
理
委
員
会
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票
の
投
票
用

紙
等
の
請
求
は
、
４
月
３
日（
水
）ま
で
と

な
り
ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

年
齢
が
満
18
歳
以
上
の
日
本
国
民
で
あ

れ
ば
、
一
定
の
刑
罰
を
受
け
て
い
な
い
限

り
、
誰
で
も
選
挙
権
が
あ
り
ま
す
。
し
か

し
、
実
際
に
選
挙
を
す
る
た
め
に
は
、
選

挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必

要
で
す
。

  

こ
の
た
び
の
選
挙
で
新
し
く
選
挙
人
名

簿
に
登
録
さ
れ
る
人
は
次
の
と
お
り
で
す
。

登
録
基
準
日

　

鳥
取
県
知
事
選
挙
・
・
３
月
20
日

　

鳥
取
県
議
会
議
員
一
般
選
挙

　
　
　
　
　
　
　
　

・
・
３
月
28
日

年
齢
は
・
・
・

  

平
成
12
年
４
月
８
日
以
前
に
生
ま
れ
た
人

で
次
の
住
所
要
件
に
当
て
は
ま
る
人
で
す
。

住
所
は
・
・
・

  

転
入
届
を
し
た
日
が
平
成
30
年
12
月
28

日
以
前
で
、
引
き
続
き
智
頭
町
に
在
住

し
て
い
る
人
は
投
票
が
で
き
ま
す
。

入
場
券
は
大
切
に

      

投
票
所
を
確
認
く
だ
さ
い

   

選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
人

（
有
権
者
）
に
は
、
投
票
所
入
場
券
を
自

宅
に
送
付
し
ま
す
の
で
、
記
載
事
項
を
確

認
の
う
え
、
投
票
の
際
に
は
必
ず
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。

　

選
挙
権
が
あ
る
は
ず
な
の
に
入
場
券
が

届
か
な
い
な
ど
の
疑
問
が
あ
る
人
は
智

頭
町
選
挙
管
理
委
員
会
（
役
場
総
務
課

７
５
ー
４
１
１
１
）
に
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
入
場
券
は
ハ
ガ
キ
で
お
届
け
し

ま
す
の
で
、
投
票
を
さ
れ
る
日
ま
で
大
切

に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。
３
月
20
日
前
後

に
発
送
す
る
予
定
で
す
。

期
日
前
投
票
所

・
役
場
期
日
前
投
票
所

場
所　

智
頭
町
役
場

期
間　

３
月
22
日
（
金
）

　
　
　
　
　

～
４
月
６
日
（
土
）

時
間　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
８
時

※
３
月
22
日
（
金
）
～
３
月
29
日
（
金
）

ま
で
の
期
間
は
鳥
取
県
知
事
選
挙
の
み

の
投
票
と
な
り
ま
す
。

・
ほ
の
ぼ
の
期
日
前
投
票
所

場
所　

ほ
の
ぼ
の
内
そ
よ
風
通
り

期
間　

４
月
２
日
（
火
）

　
　
　
　
　

～
４
月
５
日
（
金
）

時
間　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
１
時

　
入
院
中
な
ど
の
人
は
不
在
者
投
票
を

  

病
院
や
介
護
老
人
施
設
（
指
定
さ
れ
た

病
院
等
に
限
り
ま
す
）
に
入
院
・
入
所
さ

れ
て
い
る
人
は
、
そ
こ
で
不
在
者
投
票
が

で
き
ま
す
。
病
院
な
ど
の
施
設
長
に
「
選

挙
が
し
た
い
」旨
を
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

町
外
か
ら
の
投
票
は

  
出
張
や
旅
行
な
ど
で
、
投
票
日
に
智
頭

町
に
帰
っ
て
こ
ら
れ
な
い
人
は
、
町
か
ら

郵
便
で
発
送
す
る
証
明
書
な
ど
を
持
っ

て
、
滞
在
地
の
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員

会
へ
行
き
、
不
在
者
投
票
が
で
き
ま
す
。

郵
便
投
票
も
で
き
ま
す

　

投
票
の
際
に
は「
郵
便
等
投
票
証
明
書
」

が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
事
前
に
証
明
書

の
交
付
を
智
頭
町
役
場
で
受
け
て
く
だ
さ

い
。
な
お
、
郵
便
等
投
票
証
明
書
の
有
効
期

間
は
７
年
で
す
の
で
、注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

対
象
者
は
次
の
表
の
と
お
り
で
す
。

《
選
挙
の
で
き
る
人
》

鳥取県知事選挙及び鳥取県議会議員一般選挙
投 票 日　　４月７日（日）
投票時間       午前７時～午後７時

今後４年間の鳥取県政を決める大切な選挙です。
皆さんの一票が明日の鳥取県をつくります。
よく考え、棄権しないよう一票を投じましょう。

明るい選挙のイメージキャラクター

選挙のめいすいくん

手帳等の種類 障がいの種類等 障がいの程度

身体障害者
　　　　手帳

両下肢、体幹、移動機能の障
がい

１級もしくは２級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼう
こう、直腸、小腸の障がい

１級もしくは３級

免疫、肝臓の障がい １級～３級

戦傷病者手帳

両下肢、体幹の障がい 特別項症～第２項症

心臓、じん臓、呼吸器、ぼう
こう、直腸、小腸の障がい

特別項症～第３項症

介護保険
　被保険者証

要介護状態区分が要介護５
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